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「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の
一部改定（案）の意見募集が開始されました。

　

2
0
2
2
年
8
月
9
日
、
消
費
者
庁
は
「
健
康
食
品

に
関
す
る
景
品
表
示
法
及
び
健
康
増
進
法
上
の
留
意

事
項
に
つ
い
て
」の
一
部
改
定（
案
）を
作
成
し
公
表
し

ま
し
た
。ま
た
同
日
よ
り
9
月
7
日
ま
で
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
に
て
意
見
を
募
集
し
て
い
ま
す
。一
部
改

定
の
目
的
は
、「
本
留
意
事
項
の
全
部
改
定
か
ら
年
数

が
経
過
し
、
景
品
表
示
法
及
び
健
康
増
進
法
上
問
題
と

な
る
お
そ
れ
の
表
示
へ
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
よ
り
明

示
的
に
示
す
こ
と
に
よ
り
、
事
業
者
の
適
正
な
広
告
活

動
に
資
す
る
も
の
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。左
記

に
、
主
な
改
定
内
容
の
部
分
に
つ
い
て
引
用
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

主
な
改
定
に
つ
い
て（
新
旧
対
照
表
よ
り
）

１
．改
正
に
よ
り
修
正
ま
た
は
補
足
さ
れ
た
も
の

（
一
部
を
抜
粋
）（
赤
文
字
下
線
が
改
定
箇
所
）

２
．改
正
に
よ
り
新
規
に
追
加
さ
れ
た
も
の

（
一
部
を
抜
粋
）

今
後
の
予
定
に
つ
い
て

　

2
0
2
2
年
9
月
7
日
ま
で
の
意
見
募
集
期
間
の

の
ち
、
結
果
の
公
示
を
経
て
、
1
2
月
1
日
に
は
公
表

さ
れ
る
予
定
で
す
。健
康
や
機
能
性
に
関
す
る
強
調
表

示
を
さ
れ
て
い
る
食
品
を
取
り
扱
い
の
方
に
は
重
要

な
改
定
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。ま
ず
は
意
見
募
集
の

一
部
改
定
案
に
つ
い
て
、
事
前
に
確
認
し
て
お
か
れ
る

と
よ
い
と
思
い
ま
す
。

（
川
合
）

参
照
：

「
健
康
食
品
に
関
す
る
景
品
表
示
法
及
び
健
康
増
進
法

上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
の 

一
部
改
定(

案)

に

関
す
る
意
見
募
集
に
つ
い
て
（
消
費
者
庁
）

https://w
w
w
.caa.go.jp/notice/entry/029656/

健
康
食
品
に
関
す
る
景
品
表
示
法
及
び
健
康
増
進
法

上
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
（
新
旧
対
照
表
）

https://public-com
m

ent.e-gov.go.jp/servlet/P
cm

FileD
ow

nload?seqN
o=0000239517

◆
明
ら
か
食
品
に
つ
い
て
、
本
留
意
事
項
の
対
象

と
な
る
旨
の
追
記

　

健
康
増
進
法
第
６
５
条
第
１
項
は
、
錠
剤
や
カ

プ
セ
ル
形
状
の
食
品
の
み
な
ら
ず
、
野
菜
、
果
物
、

調
理
品
等
そ
の
外
観
、
形
状
等
か
ら
明
ら
か
に
一

般
の
食
品
と
認
識
さ
れ
る
物
を
含
め
、
食
品
と
し

て
販
売
に
供
す
る
物
1

に
関
し
、
健
康
保
持
増
進
効

果
等
に
つ
い
て
虚
偽
誇
大
な
表
示
を
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
る
。

◆ 「
表
示
」
の
該
当
性
に
係
る
留
意
点
を
補
足

・
特
定
の
食
品
や
成
分
の
健
康
保
持
増
進
効
果
等
に

関
す
る
広
告
等
に
記
載
さ
れ
た
問
合
せ
先
に
連
絡

し
た
一
般
消
費
者
に
対
し
、
特
定
の
食
品
や
成
分

の
健
康
保
持
増
進
効
果
等
に
関
す
る
情
報
が
掲
載

さ
れ
た
冊
子
と
と
も
に
、
特
定
の
商
品
に
関
す
る

情
報
が
掲
載
さ
れ
た
冊
子
や
当
該
商
品
の
無
料
サ

ン
プ
ル
が
提
供
さ
れ
る
な
ど
、
そ
れ
ら
複
数
の
広

告
等
が
一
体
と
な
っ
て
当
該
商
品
自
体
の
購
入
を

誘
引
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、

・ 

特
定
の
食
品
や
成
分
の
名
称
を
商
品
名
や
ブ
ラ
ン

ド
名
と
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
特
定
の
食
品
や

成
分
の
健
康
保
持
増
進
効
果
等
に
関
す
る
広
告
等

に
接
し
た
一
般
消
費
者
に
特
定
の
商
品
を
想
起
さ

せ
る
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
と
き

◆
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
広
告
の
表
示
主
体
性
に
係
る

留
意
点
を
補
足

　

こ
の
よ
う
な
ア
フ
ィ
リ
エ
イ
ト
サ
イ
ト
上
の
表

示
に
つ
い
て
、
広
告
主
が
そ
の
表
示
内
容
を
具
体

的
に
認
識
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
広
告

主
自
ら
が
表
示
内
容
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
他
の
者
で
あ
る
ア
フ
ィ
リ
エ
イ

タ
ー
に
表
示
内
容
の
決
定
を
委
ね
て
い
る
場
合
な

ど
、
表
示
内
容
の
決
定
に
関
与
し
た
と
評
価
さ
れ

る
場
合
に
は
、
広
告
主
は
景
品
表
示
法
及
び
健
康

増
進
法
上
の
措
置
を
受
け
る
べ
き
事
業
者
に
当
た

る
。（
中
略
）
必
要
が
あ
る
。

◆
健
康
の
保
持
増
進
効
果
に
係
る
例
示
の
追
加

⑴ 「
健
康
の
保
持
増
進
の
効
果
」

ア 

疾
病
の
治
療
又
は
予
防
を
目
的
と
す
る
効

果
：「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
予
防
に
」、「
認

知
症
予
防
」
の
追
加

イ 

身
体
の
組
織
機
能
の
一
般
的
増
強
、
増
進
を

主
た
る
目
的
と
す
る
効
果
：「
ア
ン
チ
エ
イ

ジ
ン
グ
」、「
細
胞
の
活
性
化
」、
等
の
追
加

ウ 

特
定
の
保
健
の
用
途
に
適
す
る
旨
の
効
果
：

「
体
脂
肪
を
減
ら
す
の
を
助
け
る
」
等
の
追
加

エ 

栄
養
成
分
の
効
果
：「
ビ
タ
ミ
ン
Ｄ
は
、
腸

管
で
の
カ
ル
シ
ウ
ム
の
吸
収
を
促
進
し
、
骨

の
形
成
を
助
け
る
栄
養
素
で
す
」
の
追
加

⑶ 「
健
康
保
持
増
進
効
果
等
」
を
暗
示
的
又
は
間

接
的
に
表
現
す
る
も
の

ア 

名
称
又
は
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
よ
り
表
示

す
る
も
の

「
妊
活
」、「
腸
活
」、「
ス
リ
ム
○
○
」、「
減

脂
〇
〇
」、「
デ
ト
ッ
ク
ス
○
○
」、「
カ
ラ
ダ

に
た
ま
っ
た
余
分
な
も
の
を
ス
ッ
キ
リ
」
の

追
加

エ 

身
体
の
組
織
機
能
等
に
係
る
不
安
や
悩
み
な

ど
の
問
題
事
項
を
例
示
し
て
表
示
す
る
も
の

「
最
近
、
体
力
の
衰
え
を
感
じ
る
の
は
、○
○

が
不
足
し
て
い
る
せ
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。」、
等
の
追
加

◆
表
示
さ
れ
た
効
果
と
実
証
さ
れ
た
内
容
が
適
切

に
対
応
し
て
い
な
い
例
示
を
追
記

例
：
痩
身
効
果
を
標
ぼ
う
す
る
商
品
に
関
し
、
商

品
を
用
い
た
ヒ
ト
試
験
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た

が
、
内
臓
脂
肪
や
体
重
の
減
少
に
つ
い
て
、
実
証

さ
れ
た
内
容
と
表
示
さ
れ
た
効
果
が
著
し
く
乖
離

し
て
い
た
。

例
：
特
段
の
運
動
や
食
事
制
限
を
す
る
こ
と
な
く

摂
取
す
る
だ
け
で
痩
身
効
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
を

標
ぼ
う
す
る
商
品
に
関
し
、
商
品
を
用
い
た
ヒ
ト

試
験
の
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
が
、
ヒ
ト
試
験
の

被
験
者
に
対
し
て
運
動
や
食
事
制
限
の
介
入
指
導

が
行
わ
れ
て
い
た
。

等
の
追
加

◆
機
能
性
表
示
食
品
事
後
チ
ェ
ッ
ク
指
針
の
広
告

パ
ー
ト
の
考
え
方
を
追
記

⑵ 

機
能
性
表
示
食
品

ア 

届
出
内
容
を
超
え
る
表
示

例
：
届
出
表
示
の
内
容
が
「
肥
満
気
味
の
方

の
内
臓
脂
肪
を
減
ら
す
の
を
助
け
る
機
能
性

が
あ
る
。」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表

示
全
体
か
ら
、
あ
た
か
も
、
特
段
の
運
動
や

食
事
制
限
を
す
る
こ
と
な
く
、
誰
で
も
容
易

に
腹
部
の
痩
身
効
果
が
得
ら
れ
る
か
の
よ
う

に
表
示
す
る
こ
と

エ 

表
示
の
裏
付
け
と
な
る
科
学
的
根
拠
が
合
理

性
を
欠
い
て
い
る
場
合

な
お
、
機
能
性
表
示
食
品
に
つ
い
て
は
、「
機

能
性
表
示
食
品
に
対
す
る
食
品
表
示
等
関
係
法

令
に
基
づ
く
事
後
的
規
制
（
事
後
チ
ェ
ッ
ク
）

の
透
明
性
の
確
保
等
に
関
す
る
指
針
」
に
景
品

表
示
法
上
問
題
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
広
告
そ

の
他
の
表
示
と
し
て
虚
偽
誇
大
表
示
等
に
当
た

る
お
そ
れ
の
あ
る
考
え
方
が
詳
細
に
示
さ
れ
て

い
る
の
で
、
参
照
さ
れ
た
い
。

◆「
健
康
保
持
増
進
効
果
等
」
の
例
示
を
追
記

２ 

保
健
機
能
食
品
以
外
の
健
康
食
品
（
い
わ
ゆ
る

健
康
食
品
）
に
お
い
て
問
題
と
な
る
表
示
例

⑴ 

解
消
に
至
ら
な
い
身
体
の
組
織
機
能
等
に
係

る
不
安
や
悩
み
な
ど
の
問
題
事
項
等
の
例
示

健
康
食
品
が
有
す
る
健
康
保
持
増
進
効
果
等

で
は
解
消
に
至
ら
な
い
疾
病
症
状
の
よ
う
な

身
体
の
組
織
機
能
等
に
係
る
不
安
や
悩
み
な

ど
の
問
題
事
項
を
例
示
し
て
表
示
す
る
こ
と

（
中
略
）。
ま
た
、
健
康
食
品
が
有
す
る
健
康

保
持
増
進
効
果
等
で
は
お
よ
そ
得
ら
れ
な
い

身
体
の
組
織
機
能
等
の
変
化
を
イ
ラ
ス
ト
や

写
真
を
用
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
表
示
す
る

こ
と
（
中
略
）。

⑷ 

最
上
級
又
は
こ
れ
に
類
す
る
表
現
を
用
い
て

い
る
場
合

（
中
略
）
例
え
ば
「
ダ
イ
エ
ッ
ト
部
門
売
上

N
o
．
1
」、「
顧
客
満
足
度
ラ
ン
キ
ン
グ
第

1
位
」
な
ど
と
強
調
す
る
表
示
（
い
わ
ゆ
る

「
N
o
．
1
表
示
」）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ

る
が
、
そ
の
商
品
等
の
内
容
の
優
良
性
又
は

取
引
条
件
の
有
利
性
を
表
す
N
o
．
1
表
示

が
合
理
的
な
根
拠
に
基
づ
か
な
い
な
ど
、
事

実
と
異
な
る
場
合
（
中
略
）。

⑸ 

体
験
談
の
使
用
方
法
が
不
適
切
な
表
示
（
赤

文
字
下
線
部
分
の
追
加
）

ま
た
、「
個
人
の
感
想
で
す
」、「
効
果
を
保

証
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」、「
軽
い
運

動
を
併
用
し
た
結
果
で
す
」
等
の
表
示
を
し

た
と
し
て
も
、
虚
偽
誇
大
表
示
等
に
当
た
る

か
否
か
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は

な
く
、
本
件
商
品
に
含
ま
れ
る
成
分
の
効
果

を
強
調
す
る
表
示
や
、
体
験
談
等
を
含
む
表

示
内
容
全
体
か
ら
、
当
該
商
品
に
健
康
保
持

増
進
効
果
等
が
あ
る
も
の
と
一
般
消
費
者
に

認
識
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は

そ
の
よ
う
な
効
果
が
な
い
場
合
（
中
略
）。

◆
打
消
し
表
示
に
係
る
留
意
点
を
補
足

　

体
験
談
に
お
い
て
健
康
食
品
の
効
果
に
言
及
さ

れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
一
般
消
費
者
の
誤
認

を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
当
該
体
験

談
を
表
示
す
る
に
当
た
り
事
業
者
が
行
っ
た
調
査

に
お
け
る
①
体
験
者
の
数
及
び
そ
の
属
性
、②
そ
の

う
ち
体
験
談
と
同
じ
よ
う
な
効
果
が
得
ら
れ
た
者

が
占
め
る
割
合
、③
体
験
者
と
同
じ
よ
う
な
効
果
が

得
ら
れ
な
か
っ
た
者
が
占
め
る
割
合
等
を
明
瞭
に

表
示
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239517


毎月発行　第164号ラ ベ ル バ ン ク 新 聞2022年（令和4年）9月1日

　2022年7月28日、中国国家衛生健康委員会
（National Health Commission of the People's 
Republic of China：NHC）と中国市場監督管理
総局（State Administration for Market 
Regulation：SAMR）は、36項目の新規食品安
全国家基準と3項目の改正内容を発表しました。

　今回は新たに制定された食品安全国家基準の
うち「飲料」と「チーズ」に注目し、現行の基
準と比較してみたいと思います。

　なお、本コラムは中国のコンサルティング会
社REACH24Hグループよりご寄稿いただいた記
事に基づく内容となります。

　新たに制定されたGB 7101-2022では定義に詳しい説明が加えられて
おり、たんぱく質飲料なども含まれていることが分かります。また、
乳酸菌（未滅菌）を添加した製品には乳酸菌の含有量を表示する必要
があるなど、新たに追加された内容もあります。

　新たに制定されたGB 25192-2022ではプロセスチーズの定義である
チーズの配合割合が15%から50%に引き上げられています。さらに
「チーズ製品」という新しいカテゴリが含まれており、チーズ製品にお
けるチーズの配合割合は15～50%と定められています。
　その他、使用されているチーズの配合割合を表示する必要があるな
ど、飲料と同様にこちらにも新たに追加された内容があります。

　今回は「飲料」と「チーズ」について取り上げましたが、ここに記載
した内容は一部であり、他にも変更されている内容や基準がありますの
で、中国への輸出を考えられている方は36項目の新規食品安全国家基準
と3項目の改正内容に一度目を通されておくとよいと思います。
　特にカテゴリが変わる場合、連動して添加物使用基準なども変更にな
る可能性が考えられますので、パッケージの表示内容だけではなく、配
合レシピ（使用原材料）なども併せてご確認されることをおすすめいた
します。

（清水）

参照：
China Unveils 36 New National Food Safety Standards and 3 Amendments
（中国が36の新しい国家食品安全基準と3つの改正を発表（REACH24H
グループ））
https://food.chemlinked.com/news/food-news/china-unveils-36-new-
national-food-safety-standards-and-3-amendments
关于发布《食品安全国家标准 食品添加剂 丁香酚》（GB 1886.129-2022）
等36项食品安全国家标准和3项修改单的公告（2022年 第3号）
（《食品安全国家基準 食品添加物 オイゲノール》（GB 1886.129-2022）
を含む36項目の新規食品安全国家基準と3項目の改正に関する通知）
http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202207/d30f4827b27148779c93f30
90fc2afc3.shtml

ミニコラム
中国における飲料やチーズ等の食品安全国家基準の改定について

今月の「お気に入り」言葉

（渋沢 栄一）

すべて世の中の事は、
もうこれで満足だという時は、
すなわち衰える時である

GB 7101-2022（新）
※2022 年 12 月 30 日実施

GB 7101-2015（現行）

対象

定義

対象

定義

その他

この規格は飲料に適用され、
包装された飲料水（天然ミ
ネラルウォーターを含む）
には適用されない

副原料、食品添加物、食品
栄養強化剤の有無に関わら
ず、1つまたは複数の食用
原材料を直接飲用または水
割り用に定量包装されたも
ので、エタノール含有量が 
0.5 質量% を超えないもの
（炭酸飲料、果物や野菜の飲
料、たんぱく質飲料、固形
飲料など）

直接飲用または水割り用に
定量包装されたもので、エ
タノール含有量が0.5質量％
を超えないもの

この規格は飲料に適用さ
れ、包装された飲料水には
適用されない

1. 細菌を添加した製品のラ
ベルには、生菌（未滅菌）
タイプまたは非生菌（滅菌）
タイプを表示すること
2. 乳酸菌を添加した生菌（未
滅菌）製品の乳酸菌数は 106 
CFU/g（mL）以上であり、
乳酸菌の含有量を製品ラベ
ルに表示すること
乳酸菌はGB 4789.35 で指定
された方法に従ってテスト
すること
3. 保管および輸送のために
冷蔵または冷凍が必要な製
品は、ラベルに保管および
輸送条件を明記すること

1. 乳酸菌飲料製品のラベル
には、生菌（未滅菌）タイ
プまたは非生菌（滅菌）タ
イプを表示するものとし、
生菌（未滅菌）タイプと表
示された製品中の乳酸菌の
数は、106 CFU/g（mL）以
上であること
2. 生菌（未滅菌）乳酸菌を
含み、冷蔵保管および輸送
が必要な製品は、ラベルに
保管および輸送条件を明記
すること

GB 25192-2022（新）
※2022 年 12 月 30 日実施

GB 25192-2010（現行）

その他

この規格はプロセスチーズ
とチーズ製品に適用される

【プロセスチーズ】
チーズ（50％以上）を主原
料とし、他の原材料を添加
し、食品添加物や栄養強化
剤の有無に関わらず、加熱、
攪拌、乳化（乾燥）等の工
程を経た製品

【チーズ製品】
チーズ（15％～ 50％）を主
原料とし、他の原材料を添
加し、食品添加物や栄養強
化剤の有無に関わらず、加
熱、攪拌、乳化（乾燥）等
の工程を経た製品

【プロセスチーズ】
チーズ（15％以上）を主原
料とし、乳化塩を加え、他
の原料の有無に関わらず、
加熱、攪拌、乳化等の工程
を経た製品

この規格はプロセスチーズ
に適用される

ー1. 製品ラベルには、使用す
るチーズの配合割合を明記
すること
2. 製品には「再制干酪（プ
ロセスチーズ）」または「干
酪制品（チーズ製品）」を表
示すること
再制干酪（プロセスチーズ）
は「再制奶酪」、干酪制品
（チーズ製品）は、「奶酪制品」
と表示することもできる
3. 製品ラベルには、輸送お
よび保管温度を明記するこ
と

■GB 25192-2022：プロセスチーズおよびチーズ製品

■GB 7101-2022：飲料

http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202207/d30f4827b27148779c93f3090fc2afc3.shtml

	22年9月第164号表.pdf
	22年9月第164号裏.pdf

